
行政経営改革プランの改訂について 

 

１．改訂の趣旨 

・現行の行政経営改革プランは、第 5 次総合計画前期基本計画に合わせて構成されてお

り、平成 32年度（令和 2年度）で取り組み期間が終了する。 

・現在策定作業を進めている、第 5 次総合計画後期基本計画は、前期５年間の社会潮流

や市の状況の変化などを反映して策定する。 

・行革プランについても、社会潮流や市の状況の変化などを踏まえた時点修正を行う。 

 

２．主な改訂箇所 

①（P.2～P.4）財政状況の時点修正 

 現時点での見込みなどを踏まえた文章に修正。 

 

②（P.12）地方創生の推進について（多様な主体との協働と民間活力の活用推進） 

 行革プラン策定後、南花台やイズミヤテラスなどの事業が始まり、地方創生の取り組

みが具体化してきた状況を踏まえ、取り組みの方向性を整理する。 

【改訂前】※内容の変更はないが順序の入れ替えを行う 

（１）地域主体のまちづくりの推進 ※ 

（２）市民参画の推進 ※ 

（３）地方創生の推進 

◆ 将来にわたって活力ある地域を維持するため、「河内長野市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及

び総合戦略」に基づき、産・官・学・金（金融）・労（労働）との連携を図りながら、安定した雇用の

創出や交流促進、若い世代の結婚・出産・子育て、定住・転入促進等の施策を一体的に進めるととも

に、ＰＤＣＡサイクルに基づく各施策の効果検証・見直しを行い、実効性のある施策を推進します。 

【改訂後】※内容の変更はないが順序の入れ替えを行う 

（１）市民参画の推進 ※ 

（２）多様な主体との協働と民間活力の活用促進 

◆ 「河内長野市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地域住民をはじめ、産・官・学・

金（金融）・労（労働）との連携を図り、多様な主体との協働を進めます。 

◆ 本市では公民連携デスクを設置し、民間活力の活用を促進しており、民間事業者等がもつ知恵や技

術、ノウハウ等を有効に活用するとともに、多様な主体との連携につなげることにより、効果的なま

ちづくりを推進します。 

（３）地域主体のまちづくりの推進 ※ 

 

③（P.14）（２）行政評価を活用した事業の見直し 

・文言修正 

「事業の組換え」→「事業の見直し」 ※以降のページも同様 

「市政の運営方針」→「行政経営方針」 ※以降のページも同様 



 

④（P.18）【改革の視点３】安定した財政運営 

・前文の修正 

【改訂前】 

そのための取組みとして、さらなる歳入の確保・歳出の適正化や、老朽化が進む公共施設・イン

フラ施設の計画的な維持管理、資産の有効活用に努めるとともに、・・・ 

【改訂後】 

そのための取組みとして、行政経営方針に基づき、包括予算制度によるさらなる歳入の確保・歳

出の適正化、施策の選択と集中及び業務改革の推進にもあわせて取り組むともに、老朽化が進む公

共施設・インフラ施設の計画的な維持管理、資産の有効活用に努めることで、・・・・ 

 

⑤（P.20）【重点２】歳入の確保・歳出の適正化 

・（１）歳入の確保 次の文章を追加 

◆ 超低金利環境が続く中、さらなる利子収入を得るため、基金の債券運用を積極的に行います。ま

た、ふるさと納税制度について、謝礼品の充実を図り寄附金の増額に努め財源の確保を図ります。 

・（３）公債費の適正化→（３）公債費の圧縮 

 

⑥（P.21）資産の適正管理と活用 

 令和 2 年度に個別施設計画・長寿命化計画を策定することに伴う修正。 

【改訂前】 

◆将来の人口構成の変化や市民の新たなニーズに対応するため、公共施設等の適正な配置、統廃 

合や複合化をはじめ、・・・ 

◆・・・改修や更新等の必要性を見極めながら必要 に応じて基金を活用することで、 費用を平 

準化しつつ適正な維持管理を行います 。 

【改訂後】 

◆将来の人口構成の変化や市民の新たなニーズに対応するため、公共施設等総合管理計画に基づ 

き公共施設等の適正な配置、統廃合や複合化をはじめ、・・・ 

◆・・・実施計画となる各施設の個別施設計画や長寿命化計画に基づき、適正な維持管理を行い 

ます。 

 

⑦（P.22）４．計画の進行管理 

（２）推進体制 について実態に合わせた会議体に名称変更 

【改訂前】◆行政経営会議 

◆行政経営改革検討会議 

◆外部評価機関 

【改訂前】◆庁議 

◆政策検討会議 

◆外部評価機関 

 

⑧その他 

・計画期間の修正・SDGs など 

・「嘱託員・臨時的任用職員」など制度改正に伴う文言修正 


